
資源物持ち去り防止対策について 

 

１ 目 的 

  近年，家庭から出るアルミ缶などの資源物等の持ち去り行為が多発しており，市民

が安心してごみを出すことができる環境の確保を目指すともに，資源物の再生利用を

目的に市民が行う地域集団回収を促進するため，持ち去り防止対策を推進する。 
 
２ 概 要 

平成２６年４月１日から持ち去り及び買い取り行為を禁止する条例を施行し，①地

域集団回収への排出誘導，②パトロールの強化，③広報啓発の強化等，持ち去り防止

対策を強化して実施している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 3-4 



３ 持ち去り禁止条例施行後の持ち去り行為の状況等について 

 

（１）全市一斉実態調査結果 

条例施行後
(26年度)

　実 施 日 4/17(水) 10/3(木) 5/21(水)

　発見件数 89件 73件 12件

　車両台数 54台 30台 4台

　人　　数 105人 78人 14人

条例施行前
(25年度)

 
 
（２）夜間パトロール実績 

4月 5月 6月 7月 8月

　発見件数 89件 71件 42件 14件 14件

　車両台数 29台 35台 33台 7台 8台

　人　　数 97人 78人 46人 15人 20人
 

 
（３）月別アルミ売却量 

4月 5月 6月 7月 8月

　26年度 111.00ｔ 124.81ｔ 127.39ｔ 114.43ｔ 122.34ｔ

　25年度 82.81ｔ 79.82ｔ 73.21ｔ 69.95ｔ 82.51ｔ

　前年比 134.0% 156.4% 174.0% 163.6% 148.3%
 

 

（４）苦情・通報等件数 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度

(4～8月)

苦情･通報件数 4件 15件 107件 191件 264件 110件
 

 
（参考）持ち去り車両の写真 

 

 


